
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
の
方
へ

　

こ
れ
ま
で
、
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
の
方
が
、
短
期
人
間
ド
ッ
ク
を
受

診
し
た
費
用
の
助
成
を
受
け
る
場
合
、

医
療
機
関
の
窓
口
で
費
用
の
全
額
を
支

払
い
、
そ
の
後
、
改
め
て
市
に
助
成
金

の
請
求
を
す
る
方
法
で
し
た
。

　
４
月
か
ら
は
、契
約
病
院
で
短
期
人

間
ド
ッ
ク
を
受
診
し
た
場
合
は
、
助
成

額
を
差
し
引
い
た
金
額
を
医
療
機
関
の

窓
口
で
支
払
う
よ
う
に
な
り
ま
す
（
契

約
病
院
以
外
は
、
従
前
ど
お
り
の
助
成

方
法
で
す
）
。

　
短
期
人
間
ド
ッ
ク
の
助
成
を
受
け
る

に
は
、
受
診
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。

医
療
機
関
に
予
約
後
、
受
診
す
る
２
週

間
前
ま
で
に
、
国
保
年
金
課
ま
た
は
出

張
所
で
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
短
期
人
間
ド
ッ
ク
の
助
成
を
受
け
る

場
合
、
利
用
条
件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※

後
期
高
齢
者
医
療
短
期
人
間
ド
ッ
ク

助
成
契
約
病
院

　
さ
ん
む
医
療
セ
ン
タ
ー
（
山
武
市
）

　
国
保
旭
中
央
病
院
（
旭
市
）

　
浅
井
病
院
（
東
金
市
）

問
　
国
保
年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金
係

☎
(80)
１
１
４
２

　
市
で
は
、
市
民
の
方
が
安
心
し
て
暮

ら
す
こ
と
が
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
を
目

指
し
て
、
犯
罪
の
発
生
等
の
防
犯
情
報

や
災
害
の
発
生
等
の
防
災
情
報
を
携
帯

電
話
等
に
電
子
メ
ー
ル
で
配
信
し
て
い

ま
す
。

　
携
帯
電
話
や
パ
ソ
コ
ン
等
の
電
子
メ

ー
ル
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
登
録
す
る

だ
け
で
、
ど
な
た
で
も
ご
利
用
い
た
だ

け
ま
す
。

配
信
す
る
情
報

　
次
の
⑴
〜
⑷
の
情
報
を
配
信
し
ま
す
。

　
利
用
者
登
録
の
際
に
、
⑴
〜
⑷
の
中

　
で
受
信
を
希
望
す
る
情
報
を
選
択
で

　
き
ま
す
。

　
⑴
防
犯
情
報

　
　
不
審
者
や
振
り
込
め
詐
欺
等
の
犯

　
　
罪
の
発
生
等
に
関
す
る
情
報

　
⑵
交
通
安
全
情
報

　
　
交
通
事
故
発
生
等
に
関
す
る
情
報

　
⑶
た
ず
ね
人
・
ま
い
ご
情
報

　
　
行
方
不
明
者
に
関
す
る
情
報

　
⑷
防
災
・
国
民
保
護
情
報

　
　
気
象
警
報
、
国
民
保
護
、
避
難
等

　
　
に
関
す
る
情
報

配
信
元

　
山
武
市
（
市
民
課
・
消
防
防
災
課
）

　
山
武
警
察
署

　
平
成
26
年
３
月
定
例
議
会
に
お
い
て
、「
消
費
税
等
の
税
率
の
引
上
げ
に
伴
う
関

係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
」
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
消
費
税
率
が
５
％
か
ら
８
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
４
月
１
日
か

ら
、
施
設
の
使
用
料
な
ど
を
改
正
し
ま
す
。

　
詳
細
は
、
各
施
設
ま
た
は
担
当
課
へ
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

  

４
月
１
日
か
ら
使
用
料
な
ど
が
変
更
に
な
り
ま
す

健
康
・
福
祉

  

山
武
市
安
心
安
全
メ
ー
ル
の
配
信

配
信
時
間
　
随
時（
特
に
防
災・
国
民
保

　
護
情
報
は
24
時
間
配
信
さ
れ
ま
す
）

登
録
・
変
更
方
法

　
山
武
市
安
心
安
全
メ
ー
ル
へ
の
登
録

　
は
次
の
方
法
で
お
願
い
し
ま
す
。
登

　
録
内
容
の
変
更
も
同
様
の
方
法
で
お

　
手
続
き
で
き
ま
す
。

・
パ
ソ
コ
ン
か
ら
登
録
す
る
場
合

https://service.sugum
ail.com

/s
am
m
u/m
em
ber/

・
携
帯
電
話
か
ら
登
録
す
る
場
合

https://service.sugum
ail.com

/s
am
m
u/

費

　用
　
登
録
は
無
料
で
す
が
、
通
信

に
伴
う
費
用
は
利
用
者
負
担
と
な
り
ま

す
。

※

不
明
な
点
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、
担

当
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
　
市
民
課
市
民
生
活
係☎

(80)
１
２
７
１

　
　
消
防
防
災
課
防
災
係☎

(80)
１
１
１
６

　市では、国民健康保険被保険者の健康の保持・増進を図るため、短期人間ドックにかかる費
用を助成します。
　健康管理のために、年に１度は受診しましょう！

○短期人間ドック費用助成制度概要

※国民健康保険短期人間ドック助成契約病院一覧

　（山武市）さんむ医療センター　　花城医院　　大平医院

　（東金市）浅井病院　　　　　（八街市）八街総合病院　　（成田市）成田赤十字病院

　（旭　市）国保旭中央病院　　（鴨川市）亀田総合病院　　（佐倉市）聖隷佐倉市民病院

　（千葉市）地域医療機能推進機構千葉病院(旧千葉社会保険病院)　　山王病院　　

　 　　亀田総合病院附属・幕張クリニック　ちば県民保健予防財団　　井上記念病院

　 　　千葉ロイヤルクリニック

　（東京都）PL東京健康管理センター

問　国保年金課国民健康保険係　☎（８０）１１４３

短期人間ドック助成制度短期人間ドック助成制度短期人間ドック助成制度短期人間ドック助成制度 年に一度は

健康チェック！
年に一度は

健康チェック！

対象者

利用条件

利用手続

助成額

助成方法

国民健康保険被保険者

・山武市国民健康保険に１年以上加入しており、受診日当日も加入の方

・年齢が満３０歳以上の方

・納期限の到来している国民健康保険税を完納している世帯の方

・市が指定する検査項目を含む短期人間ドックを受診する方

・短期人間ドックを同じ年度内で受診していない方で前回の受診から６カ月以上経過している方

短期人間ドック受診の前に市役所または出張所にて利用申請が必要です。

病院に短期人間ドックの受診日を予約後お越しください。

（保険証と印鑑をご持参ください。）

健診費用の８０％（限度額５万円）

・契約医療機関（※）で受診した場合

　医療機関の窓口で健診費用から助成額を除いた額をお支払いください。

・契約医療機関以外で受診した場合

　医療機関の窓口で健診費用の全額を支払い、その後市役所窓口で助成金請求をしてください。市

役所窓口で請求する際、領収書・検査結果・印鑑・振込先のわかるものをご持参ください。

 

短
期
人
間
ド
ッ
ク
の
助
成
方
法
が

　
　
　
　
　
　
　
変
更
と
な
り
ま
す

QRコードに対応
した携帯電話を
お持ちの場合

行政財産使用料（建物使用料ほか）
さんぶの森交流センターあららぎ館使用料
さんぶの森元気館使用料
山武農産物食品加工研究センター使用料
はすぬま味工房使用料
農業集落排水処理施設使用料
成東城跡公園使用料
松尾運動公園使用料
さんぶの森公園使用料
さんぶの森ふれあい公園使用料
さんぶの森中央会館使用料
さんぶの森中央体育館使用料
さんぶの森武道館使用料
さんぶの森野球場使用料
蓮沼スポーツプラザ使用料
蓮沼野球場使用料
成東総合運動公園使用料
成東中央公民館使用料
蓮沼中央会館使用料
農村環境改善センター使用料
松尾洗心館使用料
成東文化会館のぎくプラザ使用料
さんぶの森文化ホール使用料
道路占用料（１カ月未満の場合）
公園占用料（１カ月未満の場合）
海岸占用料（１カ月未満の場合）
国保日向診療所診断書料
水道料金
給水申込加入金
開発負担金

対　象 　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先

使用料

占用料

その他

　

財政課資産管理経営室　　　　　  ☎(８０)１５０７
市民自治支援課市民自治支援係　   ☎(８０)０１５１
健康支援課健康医療係　　　　　  ☎(８０)１１７３

農商工・観光課農水係　　　　　    ☎(８０)１２１１

農商工・観光課農業土木係　　　    ☎(８０)１２１２
都市整備課都市整備係　　　　　  ☎(８０)１１９２
スポーツ振興課スポーツ振興係　      ☎(８０)１４６１

さんぶの森公園管理事務所　　　   ☎(８０)９１００

蓮沼スポーツプラザ　　　　　　　　☎(８６)３８４６

成東総合運動公園　　　　　　　　☎(８０)３７１５

成東中央公民館　　　　　　　　　☎(８２)３６４１

成東文化会館のぎくプラザ　　　　 ☎(８２)５２２２

土木課管理係　　　　　　　　　 ☎(８０)１１８１
都市整備課都市整備係　　　　　 ☎(８０)１１９２
農商工・観光課観光係　　　　　　 ☎(８０)１２０２
国保日向診療所　　　　　　　　 ☎(８８)１１５４

９ページ参照

※

国民健康保険
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積極的勧奨の差し控え時期
平成１７～２１年度に接種を

受けていない方への対応

日本脳炎の接種機会を逃していませんか日本脳炎の接種機会を逃していませんか
◆平成２６年度日本脳炎の接種スケジュール
　日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成１７～２１年度まで、日
本脳炎の予防接種のご案内を行いませんでした（積極的勧奨の差し控え）。
　その後新たなワクチンが開発され、現在は日本脳炎の予防接種を通常通り受けられるようになっています。
このため、平成７～１８年度に生まれた方は、平成１７～２１年度に日本脳炎の予防接種を受ける機会を逃し
ていることがありますので、母子健康手帳などを確認のうえ、不足分の接種を受けてください。特に、今年（平
成２６年度）小学２～３年生と高校３年生の方は、母子健康手帳を確認のうえ、不足分の接種を受けてくだ
さい。
　なお、生まれた年ごとの、具体的な対応については、以下のとおりです。

【★標準的な接種スケジュール】

そうだ！ がん検診に行こう！　そうだ！ がん検診に行こう！　
　○今年度集団がん検診（胃・大腸・乳・子宮）を希望する方は、
　　下図で申し込み必要の有無をご確認ください。
　○対象年齢や日程等の詳細は、４月１日（火）新聞折り込みの
　　『平成 26 年度保健事業案内』をご覧ください。　
　●申し込みの締め切りは４月１8 日（金）です。

集団がん検診申込み方法

※官製はがき・FAX・市ホームページでの申し込みもできます。『氏名・住所・電話番号・生年月日・希望
　のがん検診および希望日（保健事業案内参照）』を記入し、成人保健係までお願いします。
※年齢基準日は、平成 27 年 3 月 31日現在です。
問　健康支援課成人保健係　　☎(８０)１１７１　     (８０)１１７７

※予診票は成東保健福祉センター、各出張所、市内乳幼児個別接種協力医療機関においてあります。
問　健康支援課母子保健係　☎（８０）１１７２

                    １期接種（計３回）
１期初回：３歳のときに２回（６～２８日の間隔で接種）
１期追加：１期初回２回目終了後おおむね１年の間隔で１回（４歳のとき）

２期接種（１回）

９歳のときに１回

生まれた年

平成１９年度以降
（H19.4.2 ～）

平成１７～１８年度
（H17.4.2 ～ H19.4.1）

平成１５～１６年度
（H15.4.2 ～ H17.4.1）

平成１４年度
（H14.4.2 ～ H15.4.1）

平成１３年度
（H13.4.2 ～ H14.4.1）

平成８～１２年度
（H8.4.2 ～ H13.4.1）
平成７年度
（H7.4.2 ～ H8.4.1）
平成６年度以前

平成26年度
における

学年

小１以下

小２～小３

小４～小５

小６

中１

中２～高３

１８～１９歳

２０歳

差し控え後の方です。

１期接種を受けていない方が
いますが、原則として、平成
２５年度までに１期初回接種
を受けるようご案内しました。

１期接種を受けていない方や、
接種回数が不足している方が
いましたが、原則として、平
成２４～２５年度までに接種
を受けるようご案内しました。
１期接種を受けていない方
や、接種回数が不足してい
る方がいましたが、原則とし
て、平成２４年度までに１期
接種を受けるようご案内しま
した。
１期接種の接種回数が不足
している方がいましたが、原
則として、平成２３年度に１
期接種を受けるようご案内し
ました。
２期接種を受けていない方が
います。
２期接種を受けていない方が
います。
差し控え前の方です。

今後の対応

山武市内医療機関および、千葉県内相互乗り入れ
制度協力医療機関で、予約して接種を受けてください。

１期接種
（通常は３歳で２回、４歳で１回）
★標 準 的 な 接 種 ス ケ
ジュール
１期接種が、十分に行われ
ていないことから、今年度
中に不足回数分の接種を
受けてください。
※１期 初 回 接 種 終 了後、
13 か月を超えないように追
加接種を受けてください。

１期接種を受けそびれてい
る場合、ご希望の方は接
種を受けられます。

２期接種
（通常は９歳で１回）

★標 準 的 な 接 種 スケ
ジュール
１期接種をすでに受けた
方は、２期接種を受ける
ことができます。１期追
加接種後５～６年の間隔
をあけて接種を受けてく
ださい。
※通常の２期接種の対象
は９歳以上１３歳未満で
すが、この年齢の方々に
は、２期接種の期間を２０
歳未満まで延長していま
す。

～その前に、申し込みを忘れずに！～

胃がん (40 歳以上 )
大腸がん (40 歳以上 )

乳がん (30 歳以上女性 )
子宮がん (20 歳以上女性 )

肺がん
〔胸部ﾚﾝﾄｹ ﾝ゙検査〕

(40 歳以上 )

前立腺がん
(50 歳以上男性 )

平成 25 年度集団がん検診を
受けた方

平成 25 年度集団がん検診を
受けていない方

対象者のうち希望する方

新聞折り込み（保健事業案内）の
はがきでお申込みください。
実施１週間前までには受診票が
郵送されます。

実施１週間前までには受診票が
郵送されます（申込み不要）。

検診当日、会場でお申し込み
ください。

◆
平
成
26
年
度
の
保
険
料
率

　
協
会
け
ん
ぽ
は
、
主
に
中
小
企
業
に

勤
務
し
て
い
る
方
と
そ
の
家
族
が
加
入

し
て
い
る
健
康
保
険
で
す
。

　
平
成
26
年
度
の
健
康
保
険
料
率
は
、

準
備
金
を
取
り
崩
す
こ
と
で
、
平
成
25

年
度
保
険
料
率
と
同
じ
９
・
９
３
％
を

維
持
し
ま
す
。

　
介
護
保
険
は
、
介
護
給
付
費
が
年
々

増
加
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
約
７
０
０
億

円
を
超
え
る
赤
字
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

そ
の
た
め
、
介
護
保
険
料
率
を
本
年
３

月
分
よ
り
１
・
５
５
％
か
ら
１
・
７
２
％

に
引
き
上
げ
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま

し
た
。
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
加
入
者
ご
家
族
（
被
扶
養
者
）　
へ

の
特
定
健
診

　
協
会
け
ん
ぽ
は
、
加
入
者
家
族
（
40

〜
74
歳
の
被
扶
養
者
）
に
特
定
健
診
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　
健
診
費
用
の
一
部
（
６
５
２
０
円
）

を
助
成
し
て
い
ま
す
の
で
、
家
族
の
健

康
チ
ェ
ッ
ク
の
た
め
、
毎
年
度
１
回
受

診
し
ま
し
ょ
う
!! 

な
お
、
受
診
券
は

加
入
者
本
人
（
被
保
険
者
）
の
住
所
に

直
送
し
ま
す
。

全
国
健
康
保
険
協
会（
協
会
け
ん
ぽ
）

か
ら
の
お
知
ら
せ

【
特
定
健
診
と
は
？
】

　
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
着

目
し
た
健
診
で
す
。
検
査
内
容
は
、
腹

囲
の
計
測
・
血
圧
・
脂
質
・
空
腹
時
血

糖
・
肝
機
能
・
尿
検
査
等
で
、
生
活
習

慣
病
の
予
防
を
目
的
と
し
た
健
診
で
す
。

【
ど
う
や
っ
て
受
診
す
る
の
？
】

　
加
入
者
本
人
の
住
所
に
送
付
す
る
受

診
券
と
健
康
保
険
証
で
受
診
し
ま
す
。

４
月
中
旬
に
受
診
券
を
送
る
予
定
で
す
。

【
ど
こ
で
受
診
す
る
の
？
】

　
健
診
機
関
の
一
覧
、
集
団
健
診
の
日

程
や
会
場
を
協
会
け
ん
ぽ
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

【
自
己
負
担
額
は
？
】

　
個
別
健
診
　
１
１
８
０
円
（
一
部
の

　
　
健
診
機
関
で
は
５
０
０
円
）

　
集
団
健
診
　
５
０
０
円

【
そ
の
他
】

　
加
入
者
本
人
に
は
「
生
活
習
慣
病
予

防
健
診
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
勤
務

先
に
案
内
を
送
っ
て
い
ま
す
の
で
、
申

込
方
法
な
ど
は
協
会
け
ん
ぽ
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※

国
民
健
康
保
険
、
健
保
組
合
等
の
加

入
者
の
健
診
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
保
険
証

の
発
行
先
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
　
全
国
健
康
保
険
協
会
（
協
会
け
ん

ぽ
）
千
葉
支
部
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積極的勧奨の差し控え時期
平成１７～２１年度に接種を

受けていない方への対応

日本脳炎の接種機会を逃していませんか日本脳炎の接種機会を逃していませんか
◆平成２６年度日本脳炎の接種スケジュール
　日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成１７～２１年度まで、日
本脳炎の予防接種のご案内を行いませんでした（積極的勧奨の差し控え）。
　その後新たなワクチンが開発され、現在は日本脳炎の予防接種を通常通り受けられるようになっています。
このため、平成７～１８年度に生まれた方は、平成１７～２１年度に日本脳炎の予防接種を受ける機会を逃し
ていることがありますので、母子健康手帳などを確認のうえ、不足分の接種を受けてください。特に、今年（平
成２６年度）小学２～３年生と高校３年生の方は、母子健康手帳を確認のうえ、不足分の接種を受けてくだ
さい。
　なお、生まれた年ごとの、具体的な対応については、以下のとおりです。

【★標準的な接種スケジュール】

そうだ！ がん検診に行こう！　そうだ！ がん検診に行こう！　
　○今年度集団がん検診（胃・大腸・乳・子宮）を希望する方は、
　　下図で申し込み必要の有無をご確認ください。
　○対象年齢や日程等の詳細は、４月１日（火）新聞折り込みの
　　『平成 26 年度保健事業案内』をご覧ください。　
　●申し込みの締め切りは４月１8 日（金）です。

集団がん検診申込み方法

※官製はがき・FAX・市ホームページでの申し込みもできます。『氏名・住所・電話番号・生年月日・希望
　のがん検診および希望日（保健事業案内参照）』を記入し、成人保健係までお願いします。
※年齢基準日は、平成 27 年 3 月 31日現在です。
問　健康支援課成人保健係　　☎(８０)１１７１　     (８０)１１７７

※予診票は成東保健福祉センター、各出張所、市内乳幼児個別接種協力医療機関においてあります。
問　健康支援課母子保健係　☎（８０）１１７２

                    １期接種（計３回）
１期初回：３歳のときに２回（６～２８日の間隔で接種）
１期追加：１期初回２回目終了後おおむね１年の間隔で１回（４歳のとき）

２期接種（１回）

９歳のときに１回

生まれた年

平成１９年度以降
（H19.4.2 ～）

平成１７～１８年度
（H17.4.2 ～ H19.4.1）

平成１５～１６年度
（H15.4.2 ～ H17.4.1）

平成１４年度
（H14.4.2 ～ H15.4.1）

平成１３年度
（H13.4.2 ～ H14.4.1）

平成８～１２年度
（H8.4.2 ～ H13.4.1）
平成７年度
（H7.4.2 ～ H8.4.1）
平成６年度以前

平成26年度
における

学年

小１以下

小２～小３

小４～小５

小６

中１

中２～高３

１８～１９歳

２０歳

差し控え後の方です。

１期接種を受けていない方が
いますが、原則として、平成
２５年度までに１期初回接種
を受けるようご案内しました。

１期接種を受けていない方や、
接種回数が不足している方が
いましたが、原則として、平
成２４～２５年度までに接種
を受けるようご案内しました。
１期接種を受けていない方
や、接種回数が不足してい
る方がいましたが、原則とし
て、平成２４年度までに１期
接種を受けるようご案内しま
した。
１期接種の接種回数が不足
している方がいましたが、原
則として、平成２３年度に１
期接種を受けるようご案内し
ました。
２期接種を受けていない方が
います。
２期接種を受けていない方が
います。
差し控え前の方です。

今後の対応

山武市内医療機関および、千葉県内相互乗り入れ
制度協力医療機関で、予約して接種を受けてください。

１期接種
（通常は３歳で２回、４歳で１回）
★標 準 的 な 接 種 ス ケ
ジュール
１期接種が、十分に行われ
ていないことから、今年度
中に不足回数分の接種を
受けてください。
※１期 初 回 接 種 終 了後、
13 か月を超えないように追
加接種を受けてください。

１期接種を受けそびれてい
る場合、ご希望の方は接
種を受けられます。

２期接種
（通常は９歳で１回）

★標 準 的 な 接 種 スケ
ジュール
１期接種をすでに受けた
方は、２期接種を受ける
ことができます。１期追
加接種後５～６年の間隔
をあけて接種を受けてく
ださい。
※通常の２期接種の対象
は９歳以上１３歳未満で
すが、この年齢の方々に
は、２期接種の期間を２０
歳未満まで延長していま
す。

～その前に、申し込みを忘れずに！～

胃がん (40 歳以上 )
大腸がん (40 歳以上 )

乳がん (30 歳以上女性 )
子宮がん (20 歳以上女性 )

肺がん
〔胸部ﾚﾝﾄｹ ﾝ゙検査〕

(40 歳以上 )

前立腺がん
(50 歳以上男性 )

平成 25 年度集団がん検診を
受けた方

平成 25 年度集団がん検診を
受けていない方

対象者のうち希望する方

新聞折り込み（保健事業案内）の
はがきでお申込みください。
実施１週間前までには受診票が
郵送されます。

実施１週間前までには受診票が
郵送されます（申込み不要）。

検診当日、会場でお申し込み
ください。

◆
平
成
26
年
度
の
保
険
料
率

　
協
会
け
ん
ぽ
は
、
主
に
中
小
企
業
に

勤
務
し
て
い
る
方
と
そ
の
家
族
が
加
入

し
て
い
る
健
康
保
険
で
す
。
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成
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年
度
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健
康
保
険
料
率
は
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備
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取
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崩
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で
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成
25

年
度
保
険
料
率
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じ
９
・
９
３
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し
ま
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。

　
介
護
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介
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７
０
０
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介
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５
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・
７
２
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ま
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。
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、
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お
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に
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す
。
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に
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【
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に
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を
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で
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国
民
健
康
保
険
、
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の
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は
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ぞ
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発
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さ
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